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短期入所生活介護事業所さくらホーム天童 

重要事項説明書 

 

当事業所はご契約者に対して指定（介護予防）短期入所生活介護サービスを提供しま

す。事業所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の

とおり説明します。 

 

１．法人の目的 

1. 私たちは、利用者に安全と安心を提供します 

2. 私たちは、利用者に質の高い環境と空間を提供します 

3. 私たちは、明るい職場を作ります 

 

２．事業者 

（１） 法人名 社会福祉法人さくら福祉会 

（２） 法人代表者 理事長  佐藤 正視 

（３） 所在地 山形県酒田市中牧田丸福 171 

（４） 電話番号 ０２３４-６２-２９４１ 

（５） ＦＡＸ番号 ０２３４-６１-４０１６ 

（６） インターネットアドレス http://sakura-welfare.sakura.ne.jp/ 

（７） 設立年月日 平成 7年 5月 1日 

（８） 事業の概要        定款の目的に定めた事項   

１、第１種社会福祉事業 

２、第２種社会福祉事業 

３、公益事業 

３．事業所の概要 

（１） 事業所の種類 指定短期入所生活介護事業所 

指定介護予防短期入所生活介護事業所 

           山形県０６７１６０１０９４ 

※当事業所は特別養護老人ホームさくらホーム天童に併設

されています。 

（２） 事業所の目的 介護保険法の理念に基づき利用者の有する能力に応じ自立

した日常生活を営むことができるよう、適正な（介護予防）

短期入所生活介護を提供することを目的とする。 

（３） 事業所の名称 短期入所生活介護事業所さくらホーム天童 

（４） 事業所の所在地 山形県天童市芳賀タウン南四丁目 8番 3号 

（５） 電話番号 ０２３－６５１－８７３３ 

（６） 事業所長（管理者） 氏名   佐藤 英雄 

（７） 当事業所の運営方針 １ 事業所の従業者は、要介護者の心身の特性を踏まえて、 

その居宅において有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、入浴、排泄、食事等の介護そ

の他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、

利用者の心身機能の維持並びに利用者の家族の身体的

及び精神的負担の軽減を図るものとする。 
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２ 事業所は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者

の立場に立ってサービスの提供に努める。 

３ 事業所は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地域や家庭と

の結びつきを重視した運営を行い、市町村等保険者（以

下「保険者」という。）、居宅介護支援事業者、居宅サー

ビス事業者、介護予防サービス事業者、他の介護保険施

設その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供す

る者との密接な連携に努める。 

（８） 開設年月 平成２８年１１月 1日 

（９） 営業日 年中無休 

（10） 利用定員 20人（１ユニット１０人×２ユニット） 

（11） 事業実施地域 天童市、山形市、東根市、中山町、寒河江市、上山市、村山市、

山辺町、河北町 

 

４．職員の配置状況（特別養護老人ホームさくらホーム天童併設）  （ ）内は兼務 

 
常勤 

非常

勤 
計 勤務体制 保有資格 

管理者（施設長） 

（事業所の業務

を統括する） 

１ 

（１） 
 

１ 

（１） 
８：３０～１７：３０ 

 

社会福祉施設長

資格 

 

医師 

（利用者の診療

及び保健衛生の

管理指導の業務） 

 １ １ 

 

週１回 毎週火曜日 

１３：００～１４：００ 

 

医師免許 

事務職員 

（事業所の庶務

及び会計事務） 

2以上 

（2以上） 
 

2以上 

（2以上） 
８：３０～１７：３０ 

 

 

 

 

 

介護支援専門員 

（利用者の介護 

 支援、施設サー 

ビス計画の作成

に関する業務） 

１以上 

（１以上） 
 

１以上 

（１以上） 
８：３０～１７：３０ 

 

 

介護支援専門員 

 

 

生活相談員 

（利用者の入退

所、生活相談及び

援 助 の 企 画 立

案・実施に関する

業務） 

１以上 

（１以上） 
 

１以上 

（１以上） 
８：３０～１７：３０ 

 

 

社会福祉士 

 

 

 

介護職員 

（利用者の日常

生活の介護、相談

及び援助の業務） 

１０以上 

（１以上） 
 

１０以上 

（１以上） 

７：００～１６：００ 

８：３０～１７：３０ 

１０：００～１９：００ 

１３：００～２２：００ 

２１：４５～ ７：１５ 

 

介護福祉士 

初任者研修 
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看護職員 

（利用者の看護、

保健衛生の業務） 

1以上 

 
 

 1以上 

 

７：３０～１６：３０ 

８：３０～１７：３０ 

９：３０～１８：３０ 

１０：３０～１９：３０ 

 

看護師 

 

機能訓練指導員 

（利用者の機能

回復、機能維持に

必要な訓練及び

指導） 

１以上 

（１以上） 
 

１以上 

（１以上） 

８：３０～１７：３０ 

 

 

 

作業療法士 

管理栄養士 

（給食管理、入居

者の栄養指導） 

１以上 

（１以上） 
 

１以上 

（１以上） 
８：３０～１７：３０ 

 

管理栄養士 

 

 

５. 当施設の設備の概要 

 冷暖房施設完備 

 

６．当事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所では、ご利用者に対して以下のサービスを提供します。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービスと利用料金 

<サービスの概要> 

① 食 事 

・当事業所では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご利用者の身体の状

況および嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ご利用者の自立支援のため離床して共同生活室にて食事をとっていただくことを原

則としています。ただし、希望により居室などでとっていただくことも可能です。 

・原則として朝食は７時３０分から、昼食は１２時から、夕食は１８時からとしてい

ますが、希望により時間をずらして食べることも可能です。 

② 入 浴 

・入浴又は清拭を週２回以上行います。 

・寝たきりでも機械浴槽を使用して入浴することができます。 

③ 排 泄 

・排泄の自立を促すため、ご利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④ 機能訓練 

・機能訓練指導員により、ご利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必

室名 部屋数 室名 部屋数 

居室 ２０室（全室個室） 特別浴室（各階） ２ヶ所 

洗面所 各居室内に設置 相談室（特養兼用） １ヶ所 

脱衣・個浴 ２ヶ所（特養２階） 医務室（特養兼用） １ヶ所 

トイレ ３ヶ所（ユニット毎） 静養室（特養兼用） １ヶ所 

汚物・洗濯室 ２ヶ所（１、2階） 理美容室（特養兼

用） 

１ヶ所 

共同生活室 ２ヶ所（ユニット毎） 多目的ホール（特養

兼用） 

1ヶ所 
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要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

⑤ 送迎サービス 

・ご利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎を行います。 

⑥ その他自立への支援 

・寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。 

 

<サービス利用料金（１日あたり）> 

下記の料金表によって、ご利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険

給付費額を除いた金額（自己負担額）をお支払い下さい。（自己負担額は、各入居者

の介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じて異なります。） 

短期入所生活介護事業（日額） 

 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 
併設型ユニット

型短期入所生活

介護費（ユニッ

ト型個室）（利用

日数が連続 60

日間以下） 

7,040 円 

（1割 704円） 

（2割 1,408 円） 

（3割 2,112 円） 

7,720 円 

（1割 772円） 

（2割 1,544 円） 

（3割 2,316 円） 

8,470 円 

（1割 847円） 

（2割 1,694 円） 

（3割 2,541 円） 

9,180 円 

（1割 918円） 

（2割 1,836 円） 

（3割 2,754 円） 

9,870 円 

（1割 987円） 

（2割 1,974 円） 

（3割 2,961 円） 

併設型ユニット

型短期入所生活

介護費（ユニッ

ト型個室）（利用

日数が連続 61

日間以上） 

6,700 円 

(1 割 670 円) 

(2 割 1,340 円) 

(3 割 2,010 円) 

7,400 円 

(1 割 740 円) 

(2 割 1,480 円) 

(3 割 2,220 円) 

8,150 円 

(1 割 815 円) 

(2 割 1,630 円) 

(3 割 2,445 円) 

8,860 円 

(1 割 886 円) 

(2 割 1,772 円) 

(3 割 2,658 円) 

9,550 円 

(1 割 955 円) 

(2 割 1,910 円) 

(3 割 2,865 円) 

機能訓練体制

加算 

１２０円 

（1割 12円）（2割 24円）（3割 36円） 

看護体制加算

（Ⅰ） 

４０円 

（1割 4円）（2割 8円）（3割 12円） 

看護体制加算

（Ⅱ） 

８０円 

（1割 8円）（2割 16円）（3割 24円） 

夜勤職員配置

加算（Ⅱ）ロ 

１８０円 

(1割 18円）（2割 36円）（3割 54円） 

送迎体制加算

（片道） 

１８４０円 

(1割 184円）（2割 368円）（3割 552円） 
短期生活長期利

用者提供減算（利

用日数が 31 日間

以上60日間以下） 

△３００円 

(1割△30円）（2割△60円）（3割△90円） 

療 養 食 加 算

（該当者） 

８０円／回（１日３回まで） 

(1割 8円/回）（2割 16円/回）（3割 24円/回） 
サービス提供体

制強化加算（Ⅰ） 
２２０円 

(1割 22円）（2割 44円）（3割 66円） 
介護職員等処遇

改善加算（Ⅱ） 
１月につき 所定単位数×１３６／１０００円 
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保険外費用（日額） 

 第 1段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

食 費 300円 600円 1,000円 1,300円 1,445円 

滞在費 880円 880円 1,370円 2,066円 

※食費に関しては１食毎のご請求となります（下記）。 

朝食：３９０円 昼食：５４０円 夕食：５１５円 

※負担限度額１～３段階の方は上記金額が上限額となります。 

 

介護予防短期入所生活介護事業（日額） 

 要支援１ 要支援２ 

併設型ユニット型介護予防短

期入所生活介護費（ユニット型

個室）（連続利用日数が 30日間

以下） 

５,２９０円 

（1割 529円） 

（2割 1,058円） 

（3割 1,587円） 

６,５６０円 

（1割 656円） 

（2割 1,312円） 

（3割 1,968円） 

併設型ユニット型介護予防短

期入所生活介護費（ユニット型

個室）（連続利用日数が 31日間

以上） 

５,０３０円 

（1割 503円） 

（2割 1,006円） 

（3割 1,509円） 

６,２３０円 

（1割 623円） 

（2割 1,246円） 

（3割 1,869円） 

機能訓練体制加算 １２０円 

（1割 12円）（2割 24円）（3割 36円） 

送迎体制加算（片道） １,８４０円 

(1割 184円）（2割 368円）（3割 552円） 

療養食加算（該当者） ８０円／回（１日３回まで） 

(1割 8円/回）（2割 16円/回）（3割 24円/回） 

サービス提供体制強化加算

（Ⅰ） 

２２０円 

(1割 22円）（2割 44円）（3割 66円） 

介護職員等処遇改善加算（Ⅱ） １月につき 所定単位数×１３６／１０００円 

 

 加算の内容 

・機能訓練体制加算 

 機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職

員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師を 1名以上配置している場合。 

・看護体制加算(Ⅰ) 

常勤の看護師を 1 名以上配置している場合。 

・看護体制加算(Ⅱ) 

① 看護職員を常勤換算方法で利用者の数が２５又はその端数を増すごとに１名以上配置し

ている。  

② 当該施設の看護職員により、又は病院、診療所若しくは訪問看護ステーションの看護職員

との連携により、２４時間連絡できる体制を確保している。 

・夜勤職員配置加算(Ⅱ)ロ 

 ユニットにおいて夜勤を行う介護職員又は看護職員の基準数に1を加えた数以上を配置

した場合。 

・送迎加算 
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 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用

者に対して、その居宅と指定短期入所生活介護事業所との間の送迎を行う場合。 

・短期生活長期利用者提供減算 

 同一の短期事業所に入所している場合に、当該事業所は連続利用30日を超える日から1日 

あたり30単位（300円）を減算する。 

・療養食加算  

 医師の発行する食事箋に基づき、入所者の年齢、心身状況によって適切な内容の療養食

を提供した場合。 

※療養食加算については、医師の指示書に基づいて付加となります。 

・サービス提供体制強化加算(Ⅰ) 

 介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が１００分の８０以上である場合。 

・介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 

 厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員の処遇改善を実施している場合。 

１日の利用料（加算含）にサービス別加算率（11.3%）を乗じた額となります。 

 

保険外費用（日額） 

 第 1段階 第２段階 第３段階① 第３段階② 第４段階 

食 費 300円 600円 1,000円 1,300円 1,445円 

滞在費 880円 880円 1,370円 2,066円 

※食費に関しては１食毎のご請求となります（下記）。 

朝食：３９０円 昼食：５４０円 夕食：５１５円 

※負担限度額１～３段階の方は上記金額が上限額となります 

※ご利用者がまだ居宅サービス計画（介護予防サービス計画）が作成されていない場合

には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。事業者は、利用者

が償還払いを受けることができるように、契約者に対してサービス提供証明書を交付

します。契約者は、サービス提供証明書の交付を受け、居宅サービス計画（介護予防

サービス計画）が作成され、介護保険給付の対象となった後、自己負担分を除く金額

が介護保険から払い戻されます。 

※短期入所の利用限度日数を超える場合もサービス利用料金の全額をお支払いいただ

きます。 

※介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご利用者の負

担額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

 以下のサービスは、利用料金の全額がご利用者の負担となります。 

<サービスの概要と利用料金>  

①理 美 容 

月に４回、理容師の出張による理髪サービスをご利用いただけます。ご利用を希

望される方は、お申し出下さい。 

  利用料金：カットのみ 2,250円 カット+顔そり 2,750円 
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 ②レクリエーション、クラブ活動  

ご利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくこと

ができます。 

  利用料金：材料代等の実費をいただく場合があります。 

 ③日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご利用者の日常生活に要する費用でご利用者に負担いた

だくことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること

があります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う２か月

前までにご説明します。 

 

（３）利用料金のお支払い方法 

「指定短期入所生活介護（介護予防短期入所生活介護）」利用契約書 第６条により

ます。 

 

７. サービス内容に関する相談・苦情の窓口 

◎ 当施設ご利用相談・苦情窓口 

電話番号・・・０２３－６５１－８７３３    

受付時間・・・8時 30分～17時 30分 

担当部署・・・苦情相談担当窓口 生活相談員 海藤正国 

       苦情解決責任者  施設長 佐藤英雄 

 

◎ 第三者苦情委員 

長谷川 真由美 住  所 994-0083 天童市芳賀タウン南三丁目８－２５ 

        電話番号 ０９０－５５９７－０８１０ 

後藤 清美  住  所 994-0066 天童市大字長岡７６ 

       電話番号 ０９０－５８３２－２０１４ 

 

◎ 行政機関その他苦情受付機関 

受付機関 所在地 電話番号 受付時間 

山形市役所介護保険課 山形市旅籠町 2-3-25 023-641-1212 8:30～17:00 

天童市役所健康福祉部 天童市老野森 1-1-1 023-654-1111 8:30～17:00 
寒河江市健康増進課介護保

険係 
寒河江市中央 1-9-45 0237-85-0777 8:30～17:00 

上山市健康推進課 上山市河崎 1-1-10 023-672-1111 8:30～17:00 

東根市福祉課 東根市中央 1-1-1 0237-42-1111 8:30～17:00 

中山町健康福祉課 中山町大字長崎 120番地 023-662-2456 8:30～17:00 

山辺町健康福祉課 山辺町緑ヶ丘 5番地 023-667-1107 8:30～17:00 
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◎ 国民健康保険団体連合会介護サービス推進室 

 所在地・・・寒河江市大字寒河江字久保６番地 

 電話番号・・０２３７－８７－８００６ 

 受付時間・・９時００分～１６時００分 

※上記以外の場合、該当地域の保険者（市町村）へお問い合わせください。 

8.事故発生時の対応 

利用者に対する指定短期入所生活介護サービスの提供により事故が発生した場合は速や 

かに県、保険者、（介護予防）居宅介護支援事業者、利用者の家族に連絡を行うとともに

必要な措置を講じます。 

連絡するに当たっては、あらかじめ家族へ緊急連絡先を確認し対応します。 

     利用者に対する指定（介護予防）短期入所生活介護サービスの提供により賠償すべき事

故が発生した場合は損害賠償を速やかに行います。 

9.損害賠償について 

当事業所において、事業者の責任により利用者に生じた損害については、事業者は速や

かにその損害を賠償いたします。 

但し、その損害の発生について、利用者に故意又は過失が認められる場合はこの限りで

はありません。 

10.身体拘束の対応について 

利用者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その

他の行動を制限する行為を行いません。 

身体拘束を行う場合は施設の定める「身体拘束適正化の指針」を遵守し、三原則の徹底

検証と利用者、ご家族への説明と同意、記録、再検証を行います。 

11.第三者による評価の実施状況 

第三者による評価

の実施状況 

１ あり 実施日  

評価機関名称  

結果の開示 １あり  ２なし 

２ なし 

12.協力医療機関等（緊急時の対応等） 

利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治の医師又は下記の

協力医療機関へ連絡を行う等の必要な措置を講じます。 

名称： 天童市民病院 

住所：山形県天童市駅西５－２－１ 

名称：医療法人社団 笹原歯科医院 

住所：山形市五十鈴３丁目９番２３号 

13.緊急連絡先 

氏 名 
 

 

住 所 
〒 

 

電 話 番 号  （      ）    － 

続 柄 
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令和  年  月  日 

 

（介護予防）短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項

の説明を行いました。 

事 業 者 社会福祉法人 さくら福祉会 

名  称 短期入所生活介護事業所さくらホーム天童 

所 在 地 山形県天童市芳賀タウン南四丁目 8番 3号 

                説 明 者 所属 施設介護担当 （相談員又は介護支援専門員） 

 

                     氏名   海藤正国    印 

 本書面により、事業者から重要事項の説明を受け、同意しました。 

 

          利用者 住所 

 

              氏名                    印  

 

          代理人 住所 

 

              氏名                     印 

利用者との関係 


